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1. 区立幼稚園のあり方検討の再開 

 

区立幼稚園のあり方については、平成 25 年 1 月に策定した「いたばし未来創造プラ

ン」（経営革新編）において、区立幼稚園の見直し(特に新河岸幼稚園のあり方)が計画

化され、平成 25 年 7 月、教育委員会事務局内に「区立幼稚園あり方検討会」を設置、

検討を行い、平成 27 年 2 月、「区立幼稚園のあり方検討 最終報告」（以下「平成 27

年最終報告」という。）を公表した。その中で、区立幼稚園の運営基準として、１学級

の最低人数を１０人に設定し、園児数が最低人数を割るなど著しく減少傾向にある場合

には、原則として２年目以降募集を停止し、閉園とする方針を定めた。 

今回、新河岸幼稚園について、平成 27 年最終報告に記載された最低人数を下回るこ

ととなり、新河岸幼稚園の閉園、高島幼稚園との統合は避けがたいものとなった。この

結果、統合後の高島幼稚園のあり方についても、改めて検討する必要が生じたため、「区

立幼稚園あり方検討会」を再開したものである。 

 

 

 

※「平成 27 年最終報告」における最低人数の考え方 

「平成27年最終報告」において、板橋区における１学級の最低人数は１０人に設定

されている。 

これは、集団教育をする上で良好な教育環境としては、５人のグループが２組以上、

最低10人が必要であると考えられることによる。 

１グループ５人の小集団では一人ひとりが自己の存在感を確認することができ、２グ

ループになると、グループが相互に刺激し合い、時には合同で協力することが可能とな

る。また、鬼遊び、リレー、ドッジボールなど、集団遊びを通して様々に経験する遊び

の体験が可能となる。さらに、発達段階において、友達を求め、4～５名を仲間として

とらえるようになり、互いの思いの違いを感じ取ることにより、違いが遊びを豊かにし

ていく。仲間のために何かして、仲間から認められる経験は、自尊感情を育てていく上

で、大変重要である。 

就学時は、生活環境や友達関係が大きく変化する。小学校への滑らかな接続には、そ

れまでにどのような集団生活（協同的な遊び）を送ったかが大切となる。 

 このようなことから、最低人数を１０人と設定したものである。 
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2. 区立幼稚園の現状 

 

（１）区立幼稚園の沿革 

 

板橋区では、昭和４７年に高島平団地への入居が始まり、これに伴い、同年４月に初

の区立幼稚園として高島幼稚園を設置した。 

また、高島平地区の園児数増加・都営新河岸 1 丁目住宅アパートの入居開始時期にあ

わせ、地域住民の強い要望を受け、昭和５３年４月、新河岸小学校の併設幼稚園として

新河岸幼稚園を設置した。 

開園以来、両園とも４歳児・５歳児の保育を実施してきた。 

 

＜学級数・定員の推移、施設概要＞   

 

高島幼稚園 新河岸幼稚園 

４歳児 ５歳児 ４歳児 ５歳児 

学級数 定員 学級数 定員 学級数 定員 学級数 定員 

昭和４７年度～ ２ ８０ ２ ８０ 
  

昭和５１年度 
３ 120 ３ 120 

昭和５３年度 ２ ８０ ２ ８０ 

平成４年度～ ２ ７０ ３ 120 ２ ７０ ２ ７０ 

平成９年度～ ２ ７０ ２ ７０ １ ３５ １ ３５ 

施設概要 

 

所在地：板橋区高島平 2－18－1 

敷地面積 1430.88 ㎡ 

建物面積 1174.54 ㎡ 

 保育室 ４室 

 遊戯室 ２室 

 

2 階建て 

土地・建物とも区の教育財産 

 

 

 

所在地：新河岸 1－3－3-101 

敷地面積 1560.00 ㎡ 

建物面積  848.44 ㎡ 

 保育室 ４室 

 遊戯室 １室 

 

都営新河岸一丁目住宅アパート1階部

分（土地・建物）。都の行政財産無償

使用許可により使用 

 

 

（２）園児数の推移 

 

区立幼稚園園児数の推移を見ると、高島幼稚園においては、ピーク時である昭和 

５９年度において、園児数２３０人、定員に対する就園率９５．８％であり、前回検討

時の平成２６年度には、園児数９０人、就園率６４．３％であったが、令和２年度には

園児数４９人、就園率３５．０％となっている。また、新河岸幼稚園においては、ピー

ク時である昭和５４年度において、園児数１６０人、就園率１００％であり、前回検討

時の平成２６年度には、園児数１７人、就園率２４．３％であったが、令和２年度には

園児数１５人、就園率２１．４％となっている。いずれの園も、前回検討当時の予測を
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上回る園児数の減少を示している状況である。 

令和元年１０月から幼児教育・保育の無償化が実施され、子ども・子育て支援新制度

移行園については保育料が０円に、未移行園は月額25,700円までの保育料が無償となっ

た。無償化の影響については、なお状況の推移を見る必要があるが、公立園の費用面で

の優位性はほぼなくなり、提供される教育・保育の内容により私立園が選択されている

状況がうかがわれる。 

   なお、区内の私立幼稚園においても、総園児数は減少傾向にあり、平成２６年度の園

児数が６，３４０人、就園率が８４．８％に対し、令和２年度は５，５６２人、 

８０．０％となっている。 

 少子高齢化の進行により、区の就学前人口は減少傾向にあり、今後も就園率の大幅な

増加は期待しがたいものとなっている。 

 

  ＜区立幼稚園の園児数 ～ピーク時と現在の比較～ ＞    （各年 5 月 1 日現在） 

 高島幼稚園 新河岸幼稚園 
４・5 歳

児人口 
年度 学級数 園児数（定員） 就園率 学級数 園児数（定員） 就園率 

S54 ６ 227（240） 94.6％ ４ 160（160） 100％ 16,026 

S59 ６ 230（240） 95.8％ 4 155（160） 96.9％ 11,611 

R2 ４ 49（140） 35.0％ ２ 15（70） 21.4％ 8,612 

 

  ＜区立幼稚園の園児数 ～過去５年間の推移～＞       （各年 5 月 1 日現在） 

年度 

高島幼稚園 新河岸幼稚園 
４・5 歳

児人口 4 歳児 5歳児 園児数 就園率 4歳児 5歳児 園児数 就園率 

H28 38 39  77 55.0% 11 13 24 34.3% 8,263 

H29 49 38 87 62.1% 11 12 23 32.8% 8,468 

H30 29 48 77 55.0% 13 11 24 34.3% 8,611 

R1 28 29 57 40.7% 11 14 25 35.7% 8,795 

R2 21 28 49 35.0% 5 10 15 21.4% 8,612 

 

※人口は住民基本台帳に基づく(各年１月１日現在)。なお、住民基本台帳法の改正により、平成 24

年 8月から日本人と外国人の数が合計されている 
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（３）区立幼稚園のこれまでの取組 

 

① 保幼小中の連携教育の推進 

「いたばし学び支援プラン」に基づき、保幼小中の一貫指導計画を活用した授業、

環境教育カリキュラムに基づいた環境学習、また、幼小中一貫キャリア教育カリキュ

ラムに基づいた実践を行っている。さらに、保幼小中の連携について年２回研修を実

施し、教師間の相互理解を図ったり、幼児・児童・生徒の交流活動を実施したりする

などの連携教育を推進している。 

 

② 子育て支援事業の充実 

 未就園児保育（月２回）、子育て相談（随時）、施設開放を行うなど、子育て支援事

業の充実に努めている。 

 

③ 地域との連携・交流 

園行事などへの地域や中学生のボランティアの参加、近隣保育園との交流など、地

域との積極的な交流により、幼児の豊かな心の醸成に努めている。また、大学連携や

高校生ボランティアの受け入れ等を通じて、人材育成を図っている。 

 

④ 研究活動 

２園で連携して研究テーマを設定し、研究・研修に取り組み、教員の資質向上と保

育の質の向上を図っている。 

 

⑤ 配慮を必要とする子どもへの支援 

  近年、全体の園児数が減少する中で、障がいなどにより、配慮を必要とする園児の

割合が増加傾向にあるが、区立幼稚園においては特にそれが顕著である。また、障が

いの状況についても、判断が難しいケースが増えている。介助員の配置や、専門家に

よる巡回指導を行い、個別指導計画に基づく一人ひとりのニーズに合った対応に努め

るとともに、健常児と要支援児を包摂したインクルーシブ教育※の推進に努めている。 

※インクルーシブ教育・・・障がいのある者とない者が共に学ぶことを通して、共生社会の実現に

貢献しようという考え方。 
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３．これからの区立幼稚園のあり方 

 

前述のとおり、区立幼稚園は昭和４０年代以降の高島平地区の人口急増に対応して

設置され、これまで幼児教育の充実に向け取り組んできたものである。近年は、少子

高齢化が進行し、周辺の人口構成が大きく変化する中、区立幼稚園の園児数は減少傾

向にあり、私立幼稚園においても、定員割れが発生している。そのため、数字の上で

は、区内の幼稚園入園希望者は、私立幼稚園において対応できると考えられる。 

一方、私立幼稚園はそれぞれの建学の精神に基づき、特色ある教育を行っているも

のであり、標準的な幼児教育を行う公立幼稚園の存在意義は、減じられるものではな

い。また、配慮を要する子どもや外国にルーツを持つ子どもについては、私立園にお

いては入園が難しい場合もあり、すべての子どもに等しく教育を与えるという子ども

子育て支援法の趣旨から見ても、インクルーシブ教育を推進する区立幼稚園は今後も

必要とされているところである。 

すべての子どもに幼児教育を提供すべく、令和元年１０月に幼児教育・保育の無償

化が開始されるなど、今日ほど幼児教育の重要さが注目されていることはない。 

その中で、区が区立幼稚園を維持することは、「私立園に入れなかった子どものた

めの受け皿」という消極的な意味だけではなく、区が幼児教育を重視していることを

象徴するものであり、区が幼児教育の質の向上を図っていくという意思表示でもある。

その意味で、区立幼稚園は保育の質を高めるべく研究を重ねる必要があり、その成果

を私立幼稚園と共有していくことが重要である。 

また、平成 30 年度に改訂された幼稚園教育要領では、幼稚園を学校教育の始まり

として位置付け、幼児教育が小学校以降の生活や学習の基盤の育成につながることが

明記されており、小中学校との連携や、連続した教育が求められているところである。

「学びのエリア」の中に位置付けられている区立幼稚園は、小中学校との連続した教

育について研究し、連携を推進していくために主導的な役割を果たすことが期待され

ている。 

さらに、区立幼稚園を持つことで、「教育現場」で実際に日々発生している課題を、

区の施策に反映していくことが可能となる。現場と事務局担当課とでより密接に連携

を取り、課題の共有を図り、積極的に課題解決につなげていく。その意味でも、区が

「現場」を持つ意味は大きい。 

 以上のように、今後も区立幼稚園を維持する意義は大きく、また、求められる役割 

も大きくなっている。単に区立幼稚園を運営するだけではなく、求められる役割を果

たし、区内幼児教育の質の向上を図ることが、今後の区立幼稚園のあり方として求め

られているところである。 
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４．新河岸幼稚園と高島幼稚園の統合 

 

（１）経緯 

 

「平成 27 年最終報告」においては、原則として最初に下限を下回ってから３年目

に閉園と言う方針が示されているところであるが、区立幼稚園の入園希望者は、既に

想定を超えて減少しており、今後も入園希望者が大きく伸びる見込みはない状況であ

る。また、新河岸幼稚園の園児には支援を要する子どもが多く、療育施設との併用を

している子どもも多数在籍している。そのため、下表のとおり、登園している実質的

な園児数は、既に最低人数を割り込んでいる状態であった。 

 

＜新河岸幼稚園の登園状況＞ 

  平成 27 年 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 令和元年 令和 2 年 

５
歳
児 

在園児数（5/1 現在） 8 13 12 11 14 10 

平均登園数(人/日) 6.9 11.5 11.2 10.1 12.7  

最小登園数(人/日) 4 6 7 3 9  

４
歳
児 

在園児数（5/1 現在） 12 11 11 13 11 5 

平均登園数(人/日) 10.5 9.1 7.8 11.0 9.5  

最小登園数(人/日) 5 5 3 7 5  

 

※網掛け部分が最低人数を下回っている状態 

 

多様な関わりの中で幼児教育の効果を挙げるためには５名の２グループ（=10 名）

が必要と「平成 27 年最終報告」にもあるとおり、このような状況では、集団的な学

びという面で、園児に十分な学びの場を提供することは困難であると言わざるを得な

い。 

中間報告においては、平成 27 年最終報告で示された方向性は「原則」であること、

当時と状況が変化していることを踏まえ、園児に十分な教育を行うためにも、新河岸

幼稚園については、令和３年度の状況を待つことなく、令和２年度で募集を停止し、

令和３年度末での統合を図ることとしたところである。 

しかし、新河岸幼稚園において保護者説明会を開催し、中間のまとめに基づいた上

記新河岸幼稚園の閉園、高島幼稚園との統合について説明したところ、令和３年度は

年長児のみでの運営となることへの不安が保護者より表明された。 

その後、現・年中児保護者からの要望を聴取したところ、４名全員が年長への進級

時に転園（１名は地域私立幼稚園、３名は高島幼稚園）を希望していることが明らか

となった。 

 よって、保護者の要望通り転園の処理を行うこととし、その結果、令和３年度には
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園児が０名となり園運営が不可能となる新河岸幼稚園は、令和２年度末をもって閉園

することとする。 

 

（２）高島幼稚園の将来像 

 

新河岸幼稚園と統合後の高島幼稚園は、保護者及び社会的なニーズに応えつつ、公私

立を合わせた区内幼稚園教育の標準として、また、要支援児教育の拠点として、発展さ

せていく必要がある。 

 

①ニーズへの対応 

ア．３歳児保育 

従来、板橋区では３歳児の待機児は発生しないという想定がされてきたが、

平成３０年度において、３歳児の待機児が発生しており、この解消が求められ

ているところである。 

板橋区においては、これまで区立幼稚園では４・５歳児の幼児を保育対象と

しており、３歳児保育については、私立幼稚園が担ってきた。しかし、「幼稚

園は満３歳以上の子どもに対し教育を体系的かつ組織的に行う学校」であり、

区立幼稚園設置当時とは異なり、私立幼稚園においては現在では３歳児からの

３年保育が一般化している。したがって、区立幼稚園においても３歳児からの

保育を実施し、小学校につなげることが重要である。 

また、発達の特徴をみても、３歳児は自分と他者との違いを認識する時期で

あり、自分の存在を体感しながら社会への適応を学んでいくことが、その後の

発達や人格形成にも影響していくため、３歳児からの学びが重要であり、それ

は要支援児にとっても同様である。 

幼児の受け入れを 3 歳児からに拡充することで、保護者にとっても、早期に

社会とのつながりをもつことができ、保護者が幼児への関わり方を学ぶ機会が

得られるため、子育て支援につながるものである。 

 

イ．預かり保育 

私立幼稚園では全園が預かり保育を実施しており、保護者からの要望も多い。

保育の受け皿として必要とされている幼稚園の位置づけからも、「教育+保育」

という形が、現在の幼稚園に求められている姿である。区立幼稚園においても

預かり保育を実施し、保護者からの要望に応える。 

また、預かり保育に関する保護者の要望は、要支援児の保護者についても例

外ではない。要支援児を含めた預かり保育を行うことにより、インクルーシブ

な保育を実現するとともに、要支援児の保護者について就労等社会参加の機会

を拡充する。 
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②「区内幼稚園教育の標準型」としての事業 

ア．保育の充実と教育の質の向上 

既述のとおり、区立幼稚園は従来から研究活動の実施や地域との連携・交流

の実施により、保育の質の向上に努めてきたところである。しかしながら、そ

の活動は区立幼稚園相互の枠内にとどまってきたところである。 

そこで、保育の質の向上のための活動をより充実させるとともに、区内私立

幼稚園との連携を強化し、研究報告会の開催等により私立幼稚園とも研究内容

を共有し、区内幼児教育のさらなる質の向上をめざしていく。 

 

イ．保幼小中の連携 

小 1 プロブレム※1の解消を図るためには、保幼小の連携を図る必要がある。 

そのため、アプローチプログラム※2 を実践し、小学校につなげるとともに、

「学びのエリア」に位置付けられている高島幼稚園・高島第二小学校・高島第

二中学校をモデルとし、私立幼稚園についても学びのエリアへの参加を推進し

ていく。 

※1 小 1 プロブレム・・・小学校に入学したばかりの 1 年生が、(1)集団行動がとれない 

(2)授業中に座っていられない(3)先生の話を聞かない、などと学校生活になじめない

状態が続くこと 

※2 アプローチプログラム・・・卒園を前にした年長児のおおむね 1～3 月の期間におい

て、子どもたちの育ちを確認しながら、小学校での生活や学習を意識した保育を展

開するためのプログラムのこと。 

 

③ 要支援児教育の拠点としての事業 

  ア．インクルーシブ教育の推進 

 発達障がい等の特性を踏まえた支援の方法は、それらの障がいのない子ども

たちにとっても有効な指導の要素を含んでいる。また、要支援児と健常児が交

流することが、非認知能力を高め、共に成長していくことにつながる。 

 健常児も要支援児も含めて、すべての子どもを円滑に小学校につなげていく

ために、ユニバーサルデザインの視点に基づき、インクルーシブ教育を推進す

る。要支援児への適切な支援を行う仕組みを構築し、それを公私立間で共有し

ていく。 

 

  イ．私立幼稚園及び療育施設との連携 

要支援児が社会性を獲得していくにあたっては、幼稚園による集団の中での

教育と、療育施設における個別的な指導の両輪で実施していくことが効果的で

ある。しかし、入園後に要支援が確認されるケースも多く、その場合、要支援

児が新たに療育施設を利用するにあたっては、半年から 1 年程度の待機が発生
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している状況である。この状況を改善するため、高島幼稚園及び教育委員会は、

私立幼稚園、療育施設との連携を密にし、要支援児を療育施設につなげていく

体制を構築する。 

 

  これらの事業の具体化については、令和３年度に高島幼稚園と教育委員会で連携、

共同して検討し、令和４年度より開始することとする。 

また、これらの事業の実施と現在の園児の様態及び園児数に鑑み、高島幼稚園の

学級編制は以下のとおりとする。 

 

３歳児クラス 定員 15 名×２クラス 

４歳児クラス 定員 20 名×２クラス 

  ５歳児クラス 定員 20 名×２クラス  

  なお、各学年の園児数が一時的に１クラス定員を下回った場合も原則として学級数

を維持するが、それが経常的に継続する場合は、学級数及び定員について別途検討す

るものとする。 

 

④ 経費について 

今後の高島幼稚園の発展的な運営に係る経費については、新河岸幼稚園の閉園に伴

い不要となる経費を充当することを基本として、令和３年度予算への計上に向けて精

査し、内部協議を進めていく。 

 

５．新河岸幼稚園閉園後の園舎及び園庭の返還   

 

新河岸幼稚園は、都営住宅の一部を行政財産の使用許可を受けて設置し、使用して

いるものである。 

新河岸幼稚園閉園後の園舎及び園庭の再利用について検討を行ったが、昭和５３年

（1978 年）に建築された建物であり、経年による老朽化も進んでいることから、再

利用にあたっては維持改修経費が見込まれること等を総合的に判断し、再利用は困難

という結論に至った。 

したがって、新河岸幼稚園閉園後の園舎及び園庭については、区が設置した施設を

撤去し、原状回復したうえで、都に返還することとする。 
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 検討経過 

 

開 催 日 主な検討内容 

令和元年度 

 

第１回 

令和２年２月２５日 

区立幼稚園あり方検討会の再開について 

「最終報告」に記載の今後の区立幼稚園のあり方について 

本検討会での検討課題について 

今後のスケジュールについて 

 

第２回 

令和２年３月１９日 

検討会の方向性と課題について 

統合年次の考え方について 

今後のスケジュールについて 

跡地利用について 

令和２年度 

 

第３回 

令和２年４月２２日 

昨年度の検討内容について 

新河岸幼稚園跡地利用について 

高島幼稚園の将来像（学級編制）について 

今後のスケジュールについて 

第４回 

令和２年９月１５日 

最終報告案について 

今後のスケジュールについて 
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 区立幼稚園あり方検討会 委員名簿 

 

令和元年度  

職 氏  名 所属・役職等 

会長  藤田 浩二郎 教育委員会事務局 次長 

副会長   星野 邦彦 教育委員会事務局 学務課長 

委員  木曽 博 教育委員会事務局 教育総務課長 

委員 門野 吉保 教育委員会事務局 指導室長 

委員  鈴木 奈緒美 区立高島幼稚園  園長 

委員  佐久間 明美 区立新河岸幼稚園 園長 

   

事務局 
岩崎 孝弘 教育委員会事務局 学務課幼稚園係長 

青木 梨枝 教育委員会事務局 学務課幼稚園係副係長 

 

 

令和２年度  

職 氏  名 所属・役職等 

会長  藤田 浩二郎 教育委員会事務局 次長 

副会長   星野 邦彦 教育委員会事務局 学務課長 

委員 三浦 康之 政策経営部    経営改革推進課長 

委員  近藤 直樹 教育委員会事務局 教育総務課長 

委員 門野 吉保 教育委員会事務局 指導室長 

委員  田口 真理 区立高島幼稚園  園長 

委員  鈴木 奈緒美 区立新河岸幼稚園 園長 

   

事務局 
 岩崎 孝弘 教育委員会事務局 学務課幼稚園係長 

 青木 梨枝 教育委員会事務局 学務課幼稚園係副係長 

 

 


